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北本市住民自治条例制定研究懇話会第８回会議を、平成１９年６月２３日(土)午後１時３０

分から、文化センター第１研修室で開催いたしました。 

今回の懇話会は、立正大学の山口道昭教授をお迎えし、これまでに３つのグループに分かれ

て検討したきた前文案に対するコメントや、今後、具体的な条文を作成していくにあたっての

ポイント等のアドバイスをいただきました。 

会議はまず、総則研究グループが３つのグループ案を整理して作成した前文案を発表し、そ

の後に意見交換を行いました。委員からは多くの意見が出ましたが、この前文案を仮置きとし、

この案を共通の理念とし、そのもとに個別の条文の作成に入っていくこととしました。また、

条文の検討の中で前文案に戻り随時前文案を修正していくことも確認しました。 

 

 前文案の発表  
 

総則研究グループがまとめた前文案を発表。その案について意見交換を行いました。 

 

＜総則研究グループの前文案に対する考え方＞ 

・なるべくわかりやすい文章でなるべく短くまとめることを心

がけた 

・４者の協働として市職員をあえて入れた 

・この案でいいというものではない。｢行政運営から行政経営｣

という表現もわかりづらいかもしれない 

・基本理念についてもまだ整理されていないので、今後文章を

整理していく必要がある。仮置きの前文として次の作業に入

っていければと思う 

 

＜前文案に対する意見＞ 

・大宮台地に位置する北本市は決して恵まれた環境にあったわけではない。先人たちが苦労して美しい

自然を守ってきた 

・北本市の特殊な状況や問題が記載されていないのではないか 

・文章の整理がもう少し必要 

・５００字くらいの簡潔な文章が良い 

条例制定の意義を確認しました 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回第９回住民自治条例制定研究懇話会は 

平成１９年７月１４日（土）午後３時から 

北本市文化センター第３会議室・第２研修室で開催いたします。 

会議は公開で行います。傍聴も随時受付けています。 

                      秘書政策室 

○仮置きとした前文案○ 
 

北本市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、縄文時代に先人が居を構え、大宮台地に位置する恵まれ

た環境のもと、緑豊かな自然をはぐくみ、長い歴史のときを刻んで、今日に至っています。 

新しい世紀を向かえ、地方自治の在りようは変わり、これまでの中央集権型の行政運営から、地

方分権型の行政経営へと移行されました。また、近年の地方行政を取り巻く情勢は、少子高齢化、

高度情報化社会、環境問題への対応、国と地方の財政構造の再編等、大きな転換期を迎えています。

今後、地方公共団体は、時代の変化に対応した地域社会の創造が求められています。 

そのため、市民、市議会、市長及び市職員それぞれの責務を明らかにし、情報を共有しながら、

市民と行政の協働による個性豊かな、自立した北本市を構築するとともに、すべての市民一人ひと

りが個人として尊重され、住みやすさと幸せを感じて生活できる、「緑にかこまれた健康な文化都

市」を北本市の将来都市像とし、次世代に引き継いで行くことが必要です。即ち、これからのまち

づくりは、私たち市民が主役となり、市民から信託を受けた市長及び市議会と協力して、諸課題を

解決していかなければなりません。 

私たちは、これら北本市における自治の基本理念のもとに、自治のさらなる進展を図るべく、ここに「北

本市自治基本条例」を制定します。 

住民自治条例制定研究懇話会第８回会議次第 

 １ 開  会 

 ２ あいさつ 

 ３ 議  題 

⑴前文の検討 

⑵条例素案作成のポイント 

４ そ の 他 

５ 閉  会 
 

 

条例素案作成のポイント！ ＜山口先生からのアドバイス＞ 

・前文案の中から項目出しをして条文の作成に進め

ばよいと思う 

・最初から１００％のものを作るのは無理なので、

８０％で合意して次へ行き、精度が上がってきた

ら元へ戻っていくような進め方で１００％に近づ

いていければいいと思う 

・条例に位置付けすべき項目を分科会で出して全体

会でどのような規定にするのかを確認する方法で

進めてはどうか 

・条文の検討段階で前文の文章も変わる 

・個別の条文と前文は連動している 

・義務規定とする場合は「何々しなければならない」

とし、罰則規定を設けることもある。自治基本条

例の場合、別の条例で定めることも考えられる 

・努力義務とする場合、「何々するよう努めなければ

ならない」とし、罰則は設けなくてもチェックを

する必要がある。その場合、自治推進委員会等を

設置し、進行管理を行うことも考えられる 

・情報公開などについては、既に条例があるので自

治基本条例で頭出しをし、具体的に体系化してい

く必要がある 

 


